
（平成２４年１２月１２日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 12 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 9 件



 

  

神奈川国民年金 事案 6958 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年７月から 54 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年７月から 54年６月まで 

  私は、昭和 48 年４月から 54 年６月まで妻の両親が経営する会社に勤め

ていたが、同社は厚生年金保険の適用事業所ではなかったので、同社の会

計を担当していた義母が私の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納

付を行ってくれていた。 

  ねんきん特別便で、申立期間が国民年金の未加入期間とされていること

を知り、日本年金機構に国民年金保険料納付記録の照会申出書を提出した

ところ、「昭和 59 年に還付済み」との回答があった。しかし、申立期間当

時、厚生年金保険に加入しておらず、当該期間の国民年金保険料が還付さ

れた記憶も無い。 

  申立期間が未加入による未納とされていることに納得できない。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時、厚生年金保険被保険者ではなく、当該期間の国
おぼ

民年金保険料も還付された憶えは無いと述べており、オンライン記録による

と、昭和 59 年６月に「厚生年金等加入」を理由として還付処理されているこ

とが確認できるが、ⅰ）申立人は、当該期間に被用者年金制度に加入してい

た形跡は見当たらないこと、ⅱ）申立人が当該期間当時勤めていたとするそ

の会社は、厚生年金保険の適用事業所であったことを示す記録が見当たらな

いこと、ⅲ）当該期間当時、申立人と同じ会社に勤めていたその妻は、自身

が別の会社に勤めていた期間を除き、国民年金の強制加入被保険者であり、

被用者年金の被保険者でなかったことが確認できることから、当該期間につ

いて、納付済みとなっていた保険料を還付する合理的な理由が無く、誤った



 

  

還付事務処理が行われたものと考えられる。 

  その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 6959 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年１月から同年３月まで 

 私の夫が、長女が産まれた昭和 49 年＊月頃に、夫婦二人の国民年金の加

入手続を区役所で行った。私は、その際発行された年金手帳を所持してい

る。 

 申立期間の国民年金保険料は、私が、夫婦二人分を納付書により金融機

関の職員に頼んで納付してもらっていたが、保険料の月額及び納付頻度の

記憶は無い。 

 申立期間の国民年金保険料については、夫の保険料は納付済みであるに

もかかわらず、私の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年＊月頃に、その夫が、夫婦二人の国民年金の加入手続

を区役所で行ったと主張しており、申立人及びその夫の国民年金手帳記号番

号が同年１月に連番で払い出されていることが、国民年金手帳記号番号払出

簿により確認できる上、夫婦の手帳記号番号の前後の番号が付与された任意

加入被保険者の被保険者資格取得日から、夫婦の国民年金の加入手続時期は

同年＊月と推認されることから、申立人の国民年金の加入手続時期について

の主張と一致する。 

 また、申立期間の前後の期間の国民年金保険料は納付済みであり、オンラ

イン記録で納付日が確認できる昭和 59 年４月から平成 19 年 10 月までの申

立人及びその夫の納付日は同一である上、その夫の申立期間の保険料は納付

済みである。 

 さらに、申立期間の前後を通じて、申立人の住所及びその夫の職業に変更

  

  



 

  

は無く、生活状況に大きな変化は認められない上、申立期間以降に国民年金

保険料の未納は無く、納付意識が高かったものと認められ、申立人が、１回、

かつ３か月と短期間である申立期間の保険料を納付しなかったとするのは不

自然と考えられる。 

  その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8113 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成３年 10 月１日から４年 10 月１日までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の当該

期間に係る標準報酬月額の記録を 50 万円に訂正することが必要である。 

 申立期間のうち、平成４年 10 月１日から同年 12 月１日までの期間につ

いて、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年

12 月１日であると認められることから、当該期間の資格喪失日に係る記

録を訂正することが必要である。 

 なお、当該期間の標準報酬月額については、50 万円とすることが妥当

である。 

  

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成３年 10 月１日から４年 10 月１日まで 

           ② 平成４年 10 月１日から同年 12 月１日まで 

  厚生年金保険の記録によると、私がＡ社に勤務していた期間のうち、

申立期間①における標準報酬月額が 20 万円となっているが、同社では

入社から退職するまで、50 万円程度の給与が支給されていた。 

  また、平成４年 10 月頃にＡ社が倒産し、その後は、Ｂ社に経営が引

き継がれた。私は、その移行期である申立期間②も継続して勤務し、厚

生年金保険料も控除されていたにもかかわらず、申立期間②が被保険者

期間となっていない。 

  調査の上、申立期間①及び②について、厚生年金保険の記録を訂正し

てほしい。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、オンライン記録によると、申立人の当該期間に係

る標準報酬月額は、当初、申立人が主張する 50 万円と記録されていたと

ころ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成４年 10 月



                      

  

１日）より後の同年 12 月 22 日付けで、遡って 20 万円に引き下げられて

いることが確認できる。 

 また、Ａ社の元取締役及び経理事務担当の元従業員は、「平成４年頃の

Ａ社は、資金繰りに苦労していた。」と述べていることから、当時、同社

が社会保険料の納付について苦慮していたことがうかがえる。 

 これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、かかる処理を

行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったと

は認められないことから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た 50 万円に訂正することが必要である。 

 申立期間②について、同僚の証言から、申立人が当該期間においてＡ社

に勤務していたことが推認できる。 

 また、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日（平成４年 10 月１日）より後の同年 12 月 22 日付けで、遡っ

て同年 10 月１日に申立人に係る厚生年金保険の被保険者資格を喪失して

いることが確認できる。 

 さらに、商業登記簿謄本の記録から、Ａ社は当該期間においても法人格

を有していたことが確認でき、同社は、当該期間において厚生年金保険法

に定める適用事業所の要件を満たしていたものと認められることから、社

会保険事務所が、当該適用事業所ではなくなったとする処理を行う合理的

な理由は見当たらない。 

 これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、かかる処理を

行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認め

られないことから、申立人のＡ社における資格喪失日は、同社の経営を引

き継いだとされるＢ社における申立人の被保険者資格取得日である平成４

年 12 月１日であると認められる。 

 また、当該期間に係る標準報酬月額については、当該訂正処理前の社会

保険事務所の記録から、50 万円とすることが妥当である。 

  

  

  

  

  

  

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8114 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成３年３月１日から５年 10 月１日までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の標

準報酬月額に係る記録を 30 万円に訂正することが必要である。 

 申立期間のうち、平成９年 10 月１日から 10 年 10 月１日までの期間に

ついて、申立人の当該期間に係る標準報酬月額の記録を 28 万円に訂正す

ることが必要である。 

 なお、事業主が平成９年 10 月から 10 年９月までの訂正後の標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでない

と認められる。 

  

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年３月１日から 10 年 10 月１日まで 

  Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、所持し

ている市民税・県民税課税証明書及び給与所得の源泉徴収票に記載され

ている所得金額や記憶している給与額と比較すると、著しく異なる。 

  調査の上、厚生年金保険の標準報酬月額の記録の訂正をしてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、平成３年３月１日から５年 10 月１日までの期間に

ついて、オンライン記録では、当初、３年３月から５年２月までの標準

報酬月額は、30 万円と記録されていたところ、同年３月 31 日付けで、

遡及して 15 万円に引き下げられていることが確認できる上、代表取締

役及び当時の経理担当者についても、同様の処理が行われていることが

確認できる。 

  また、閉鎖登記簿謄本により、申立人は、当該期間において、Ａ社の

監査役であったことが確認できるが、同社の当時の経理担当者及び元従

  



                      

  

業員の１名は、「申立人は、社会保険の事務はやっていなかったように

思う。」と述べている上、この経理担当者は、「Ａ社は、経営不振で社

会保険料を滞納していた。」と述べている。 

 これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、かかる処理

を行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効なものとは認め

られない。 

 このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている平成３年３

月から５年９月までに係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に

当初届け出た、30 万円に訂正することが必要である。 

 なお、当該遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成５年

10 月１日）で 15 万円と記録されているところ、当該処理については遡

及訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保

険事務所の処理が不合理であったとは言えない。 

   

   

   

 

  ２ 申立期間のうち、平成９年 10 月１日から 10 年 10 月１日までの期間

について、申立人が所持する９年分及び 10 年分の給与所得の源泉徴収

票により推認できる厚生年金保険料から、申立人が当該期間において標

準報酬月額（28 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は、既に死亡しており確認することができ

ず、このほかに、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が、上記源泉徴収票で推認できる厚生年金保険料控除額に見合う

報酬月額の届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、こ

れを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行った

とは認められない。 

 

 

 

  ３ 申立期間のうち、平成５年 10 月１日から９年 10 月１日までの期間に

ついて、申立人は、標準報酬月額の 15 万円を上回る給与を得ていたと

主張している。 

  しかしながら、申立人が所持する平成９年分給与所得の源泉徴収票に

より推認できる厚生年金保険料は、申立人のオンライン記録における標

準報酬月額に見合う保険料であったことが確認できる。 

  また、オンライン記録において、当該期間における申立人の標準報酬

月額等を遡って訂正するなどの不自然な形跡は見当たらない。 

  このほか、申立人が、当該期間において、その主張する標準報酬月額

  

  

  



                      

  

に基づく厚生年金保険料を控除されていたことを確認できる関連資料及

び周辺事情も見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、当該期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8115 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の取得日に係る記録を昭和 39 年１月 31 日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を３万 6,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 12 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年１月 31 日から同年２月１日まで 

 私は、昭和 25 年９月にＡ社に入社し、57 年 12 月末まで勤務してい

た。しかし、オンライン記録では、申立期間が厚生年金保険の被保険者

期間となっていない。 

 調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険の記録及びＡ社の人事記録から判断すると、申立人が

申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（Ｂ社からＡ社に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

 なお、異動日については、申立人と同様にＢ社からＡ社へ異動した同僚

の人事記録から、昭和 39 年１月 31 日とすることが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

39 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000 円とするこ

とが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

  

  

  



                      

  

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8116 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 33 年５月１日から 34 年１月１日までの期間につ

いて、Ａ社の事業主は、申立人が 33 年５月１日に厚生年金保険被保険者

資格を取得し、34 年１月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事

務所（当時）に行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保険

被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。

 また、申立期間の標準報酬月額については、8,000 円とすることが妥当

である。 

 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年５月１日から 34 年１月１日まで 

           ② 昭和 35 年４月１日から 38 年９月１日まで 

  申立期間①について、Ａ社において、Ｂ職の仕事をしていたが、厚生

年金保険の記録によると、被保険者期間となっていない。 

  申立期間②については、Ｃ社Ｄ支社（現在は、同社Ｅ支店）において、

正社員としてＦ職の仕事をしていたが、厚生年金保険の記録によると、

被保険者期間となっていない。 

  申立期間①及び②を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立期間後に勤務したＧ事業所が保管している

申立人の履歴書の前歴欄に、Ａ社と記載されているとともに、申立人が記

憶する同社の所在地と、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おける所在地が一致していることが確認できる。 

 また、上記被保険者名簿において、申立人が記憶する３名の同僚のうち、

２名の被保険者記録が確認でき、同僚照会で回答のあった複数の同僚が申

立人を記憶している上、当該同僚のうち１名が記憶する申立人の出身地と

申立人に係る戸籍謄本における出生地が一致していることから、申立人は、

当該期間においてＡ社に勤務していたことが認められる。 

  



                      

  

   さらに、上記被保険者名簿には、申立人と姓が一字違うものの、生年月

日が同一で基礎年金番号に統合されていない厚生年金保険被保険者記録

（資格取得日は昭和 33 年５月１日、資格喪失日は 34 年１月１日）が確認

できる。 

  加えて、当該期間当時、Ａ社における被保険者記録の確認できる複数の

同僚は、「申立人の姓と一字違う従業員はいなかった。」と証言している

ことから、上記の被保険者記録は申立人の記録であると認められる。 

  これらを総合的に判断すると、Ａ社の事業主は、申立人が昭和 33 年５

月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、34 年１月１日に同資格を

喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

  また、当該期間の標準報酬月額については、上記の被保険者記録から、

8,000 円とすることが妥当である。 

  一方、申立期間②については、Ｇ事業所が保管している履歴書の前歴欄

に、「Ｃ社Ｄ支店」と記載されている上、同僚照会で回答のあった複数の

同僚が申立人を記憶していることから、期間は特定できないものの、申立

人が同社Ｄ支社においてＦ職として勤務していたことが推認できる。 

  しかしながら、複数の同僚は、「Ｆ職の人は、日雇、臨時従業員が多か

った。」と供述しており、当時、Ｈ課及びＩ課等にＪ職として勤務してい

た同僚は、「申立人は、傭員（臨時従業員）であったと思う。傭員は、社

員に準ずる立場であったが、賃金、休暇等の労働条件が抑えられており、

社会保険にも加入していなかったと思う。」と述べている。 

  また、申立人と同じＦ職であった同僚は、「私が記憶するＣ社Ｄ支社に

おける勤務期間と被保険者期間は、２年６か月相違しており、この期間は、

アルバイト及び試用期間であり保険料は控除されていなかった。」と述べ

ている。 

  さらに、Ｃ社Ｄ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、当

該期間において、申立人の氏名は無い。 

  加えて、Ｃ社Ｅ支店は、申立人の当該期間における勤務実態及び保険料

控除について、当時の資料が残っていないため、不明と回答している。 

  このほか、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、申

立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として

申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8117 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の取得日に係る記録を昭和 39 年１月 31 日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を３万 6,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 10 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年１月 31 日から同年２月１日まで 

  私は、昭和 15 年４月にＡ社に入社し、57 年５月まで勤務していた。

しかし、オンライン記録では、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間

となっていない。 

  調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の回答及び同僚の証言から判断すると、申立人が申立てに係るグル

ープ会社に継続して勤務し（Ｂ社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 なお、異動日については、申立人と同様にＢ社からＡ社へ異動した同僚

の人事記録から、昭和 39 年１月 31 日とすることが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

39 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000 円とするこ

とが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

  

  

  

  



                      

  

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8118 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成２年８月 31 日から３年４月１日までの期間につ

いて、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年

４月１日であると認められることから、申立人の当該期間における資格喪

失日に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬月額を、２年８月及び同年

９月は 18 万円、同年 10 月から３年３月までは 22 万円とすることが必要

である。 

 申立人は、申立期間のうち、平成３年４月１日から同年５月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＢ社における資格取得日に係る記録を同年

４月１日に、資格喪失日に係る記録を同年５月１日に訂正し、当該期間の

標準報酬月額を 18 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る平成３年４月の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 申立期間のうち、平成４年３月 31 日から同年 10 月８日までの期間につ

いて、申立人のＢ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年

10 月８日であると認められることから、申立人の当該期間における資格

喪失日に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬月額を 20 万円とするこ

とが必要である。 

 申立人は、申立期間のうち、平成４年 10 月８日から同年 11 月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＢ社における上記訂正後の資格喪失日

（同年 10 月８日）に係る記録を同年 11 月１日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額を 20 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る平成４年 10 月の厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

  

  

  

  

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年８月 31 日から３年４月１日まで 



                      

  

             ② 平成３年４月１日から同年６月１日まで 

           ③ 平成４年３月 31 日から５年３月１日まで 

  私は、平成元年６月１日にＡ社に入社し、３年３月末日まで勤務して

いたが、厚生年金保険の記録では、申立期間①が被保険者期間となって

いない。 

  また、Ａ社が社名を変更したＢ社に、平成３年４月１日から５年２月

末日までの期間において勤務していたが、申立期間②及び③が被保険者

期間となっていない。 

  いずれの申立期間においても、私は継続して勤務しており、仕事内容

が変わることも無かったので、調査の上、申立期間①から③までを厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、雇用保険の記録から、申立人が、当該期間にお

いてＡ社に勤務していたことが認められる。 

  また、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険

被保険者の資格喪失日は、平成２年８月 31 日と記録されているが、当

該処理は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（３年２月

１日）より後の同年４月８日付けで、２年 10 月の定時決定の記録を取

り消した上で、遡及して行われていることが確認できる。 

  さらに、商業登記簿謄本によると、Ａ社は、適用事業所でなくなった

平成３年２月１日以後も株式会社として存続しており、同社は同日以後

も適用事業所としての要件を満たしていたものと認められることから、

社会保険事務所（当時）が、当該適用事業所でなくなったとする処理を

行う合理的な理由は見当たらない。 

  これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の同社における

資格喪失日は、雇用保険の記録における離職日の翌日である平成３年４

月１日であると認められる。 

  なお、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社における

当該処理前のオンライン記録から、平成２年８月及び同年９月は 18 万

円、同年 10 月から３年３月までは 22 万円とすることが妥当である。 

  

  

  

  

 

  ２ 申立期間②について、雇用保険の記録から、申立人が、当該期間にお

いてＢ社に勤務していたことが認められる。 

  また、申立人と同様の業務を行っていたとする複数の同僚から提出さ

れた給与支給明細書によると、平成３年４月に係る厚生年金保険料が控

除され、同年５月に係る厚生年金保険料は控除されていないことが確認

  



                      

 

できる。 

  これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②のうち、平成３

年４月１日から同年５月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

  一方、申立人は、厚生年金保険被保険者として、申立期間②のうち、

平成３年５月１日から同年６月１日までの期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  また、平成３年４月の標準報酬月額については、申立人と同様の業務

を行っていたとする複数の同僚の給与支給明細書において確認できる報

酬月額及び厚生年金保険料控除額から、18 万円とすることが妥当であ

る。 

  一方、オンライン記録によると、Ｂ社は、平成３年６月１日に厚生年

金保険の適用事業所となっており、同日前においては適用事業所となっ

ていないが、商業登記簿謄本により、同社は、同年４月１日から同年５

月１日までの期間においても法人の事業所であったことが確認できるこ

とから、当該期間において当時の厚生年金保険法に定める適用事業所と

しての要件を満たしていたものと判断される。 

  なお、事業主が申立人に係る平成３年４月の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、Ｂ社は、当該期間において適用事

業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所に適用の届出を行って

いなかったと認められることから、事業主は、これを履行していないと

認められる。 

３ 申立期間③のうち、平成４年３月 31 日から同年 10 月８日までの期間

について、雇用保険の記録から、申立人が、当該期間においてＢ社に継

続して勤務していたことが認められる。 

  また、オンライン記録によると、申立人のＢ社における厚生年金保険

被保険者の資格喪失日は、平成４年３月 31 日と記録されているが、当

該処理は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（同年３月

31 日）より後の同年 10 月８日付けで、同年 10 月の定時決定の記録を

取り消した上で、遡及して行われている上、申立人のほか 29 名につい

ても同様の処理が行われていることが確認できる。 

  さらに、商業登記簿謄本によると、Ｂ社は、適用事業所でなくなった

平成４年３月 31 日以後も株式会社として存続しており、同日以後も適

用事業所としての要件を満たしていたものと認められることから、社会

保険事務所が、当該適用事業所でなくなったとする処理を行う合理的な

理由は見当たらない。 

  これらを総合的に判断すると、申立人のＢ社における資格喪失日に係

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  



                      

  

る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の同社における

資格喪失日は、社会保険事務所が当該資格喪失処理を行った平成４年

10 月８日であると認められる。 

   なお、平成４年３月から同年９月までの標準報酬月額については、申

立人のＢ社における当該処理前のオンライン記録から、20 万円とする

ことが妥当である。 

 

 

  ４ 申立期間③のうち、平成４年 10 月８日から５年３月１日までの期間

について、雇用保険の記録から、申立人が、当該期間においてＢ社に継

続して勤務していたことが認められる。 

   また、申立人と同様の業務を行っていたとする複数の同僚から提出さ

れた給与支給明細書によると、平成４年 10 月に係る厚生年金保険料が

控除され、同年 11 月から５年２月までに係る厚生年金保険料が控除さ

れていないことが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間③のうち、平成４

年 10 月８日から同年 11 月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

   一方、申立人は、厚生年金保険被保険者として、申立期間③のうち、

平成４年 11 月１日から５年３月１日までの期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   また、平成４年 10 月の標準報酬月額については、申立人のＢ社にお

ける上記喪失処理前の同年９月のオンライン記録から 20 万円とするこ

とが妥当である。 

   一方、オンライン記録によると、Ｂ社は、平成４年 10 月８日に厚生

年金保険の適用事業所でなくなっており、同日以降においては適用事業

所となっていないが、商業登記簿謄本により、同社は、同年 10 月８日

から同年 11 月１日までの期間においても法人の事業所であったことが

確認できることから、当該期間において当時の厚生年金保険法に定める

適用事業所としての要件を満たしていたものと判断される。 

   なお、事業主が申立人に係る平成４年 10 月の厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、Ｂ社は、当該期間において適用

事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所に適用の届出を行っ

ていなかったと認められることから、事業主は、これを履行していない

と認められる。 

 

 

 

 

 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 6960 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の、申立期間のうち、昭和 56 年 12月から 58年３月までの期間の国

民年金保険料については、納付していたものと認めることはできず、また、

同年４月から 59 年３月までの期間の保険料については、追納によらず納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年 12月から 59年３月まで 

  私は、昭和 56 年 12 月に会社を退職し、翌年１月頃、私の父親が、区役

所で私の国民年金の加入手続を行ってくれた。加入手続後の国民年金保険

料は、父親が、両親の保険料と一緒に定期的に納付してくれていた。 

  父親は、申立期間の国民年金保険料の免除の申請手続を行ったことも、

当該期間の保険料を追納により納付したことも無いとしている。仮に、免

除期間とされた期間の保険料を追納したとすると、当該期間のうち、さき

に経過した昭和 56年 12月から 58年３月までの期間の保険料を納付せず、

その後の同年４月から 59 年３月までの期間の保険料のみを追納することは

考えられない。 

  私は、申立期間のうち、昭和 56 年 12 月の国民年金保険料が未納とされ、

57 年１月から 58 年３月までの期間の保険料が免除とされ、同年４月から

59 年３月までの期間の保険料が追納による納付済みとされていることに納

得できない。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付に直

接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行ったとするその父親は

当該期間の保険料の免除の申請手続を行ったことは無いと述べているが、

ⅰ）特殊台帳によると、当該期間のうち、昭和 57 年１月から 59 年３月まで

の保険料欄に、国民年金法第 90 条による保険料申請免除期間と記載され、同

摘要欄に、同免除期間の始期が 57 年４月及び 58 年４月と複数年度記載され

、



 

  

ていること、ⅱ）当該期間当時居住していた市の国民年金被保険者名簿でも、

当該期間のうち、57 年１月から 59 年３月までの保険料納付記録欄に、申請

免除期間と推認される「申」の印が押されていることから、当該期間当時、

複数の年度にわたる免除の申請手続が行われていたと考えられる。 

  また、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付したとするその父親が、

申立期間のうち、昭和 58 年４月から 59 年３月までの保険料を、追納により

納付したはずは無いと主張しているが、ⅰ）特殊台帳によると、当該期間の

保険料の記録欄には、申請免除とされた期間に「年度完納」の印が押され、

当該期間の保険料免除月数 12 か月が、全て納付済みに訂正されていること、

ⅱ）当該期間当時居住していた市の国民年金被保険者名簿でも、当該期間の

保険料納付記録欄に、「申」の印の上に、納付済期間と推認される「納」の

印が押されていること、ⅲ）当時の社会保険庁の通達（昭和 42 年３月 15 日

庁保険発第３号）によると、当該期間当時、実務上、保険料の追納の申込み

がないまま通常の納付書等により納付された場合、その際に使用された領収

済通知書をもって追納の申込みを受けたものとみなして取り扱ってもよいと

されていたことから、当該期間当時の行政の事務処理に、特段不合理な点は

見当たらない。 

  さらに、申立期間のうち、昭和 56 年 12 月は、国民年金保険料の免除期間

直前の期間であり、国民年金に加入後すぐに免除の申請手続を行いながら、

加入直後の１か月の保険料のみ納付したことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

  加えて、申立人が申立期間のうち、昭和 56年 12月から 58 年３月までの国

民年金保険料を納付していたこと、及び同年４月から 59 年３月までの保険料

を追納によらず納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間のうち、昭和 56 年 12月から 58年３月までの期間

の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできず、また、同年４

月から 59 年３月までの期間の保険料を追納によらず納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 6961（事案 6104の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年 10月から 44年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 10月から 44年３月まで 

 私は、昭和 42 年 11 月頃、区役所で国民健康保険の加入手続と一緒に国

民年金の加入手続を行い、国民健康保険料と国民年金保険料を、遡って納

付した記憶がある。その後、私が私の夫の分と一緒に国民年金保険料を金

融機関で納付していた。申立期間については、未加入とされている期間や、

国民年金保険料が未納とされている期間があることに納得できない上、厚

生年金保険に加入していた期間は、重複納付となるので、保険料を還付し

てほしい。 

 再申立てを行うに当たって、新たな資料は無いが、平成 10 年＊月に 60

歳に到達した際に、区役所から送付されたはがきに 30 年間未納はないと書

かれていたことを思い出した。そのはがきが確認できれば納付していたこ

とを証明できる。 

 前回の委員会の判断に納得できないため、再申立てを行う。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 42 年 11 月頃に、国民年金の加入手続を行ったと述べてい

るが、ⅰ）申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加

入被保険者の被保険者資格取得日から、申立人の加入手続時期は、44 年７月

と推認され、申立内容と一致しないこと、ⅱ）43 年９月、同年 11 月及び同

年 12 月について、国民年金保険料を納付していたとすれば、厚生年金保険

との重複納付となり、国民年金保険料は還付されることとなるが、オンライ

ン記録等には、当該期間の保険料が還付された形跡は見当たらないこと等か

ら、申立人が当該期間の保険料を納付していたものと認めることはできない

として、既に当委員会の決定に基づき、平成 23 年９月 14 日付けで年金記録



 

  

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 申立人は、今回の申立てにおいて、新たな資料は無いが、平成 10 年＊月に

60 歳に到達した際に、区役所から送付されたはがきに 30 年間未納はないと

書かれていたことを思い出したと述べているところ、申立人が、申立期間当

時居住していた市の年金担当課からは、資料が保管されていないので分から

ないとの回答であり、申立人が主張するような内容のはがきの存在を確認す

ることはできない。 

 また、申立人が当時居住していた市を所管していた年金事務所からは、そ

のはがきがどれなのか特定ができないが、60 歳到達後に受給権が発生する被

保険者に送られるはがきと推認されるとの回答を得たが、そのはがきには、

申立人が主張するような内容（30年間未納はない。）は記載されていない。 

 そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらない

ことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  

  

  



 

  

神奈川国民年金 事案 6962 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年 12 月から平成元年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年 12月から平成元年３月まで 

  私は、昭和 62 年 12 月に会社を退職したことを契機に、63 年１月に区役

所で国民年金の加入手続を行った。 

  加入手続後の国民年金保険料については、郵送されてきた納付書により、

自宅近くの郵便局で定期的に納付していた。私の所持する年金手帳の国民

年金の記録欄には、申立期間の日付及び当時居住していた区の印が押され

ており、それらは、当該期間の保険料を納付していたことを示す記録であ

ると思う。 

  申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 63 年１月に、区役所で国民年金の加入手続を行い、申立期

間の国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人の国民年金手

帳記号番号は、平成４年 10 月に払い出されたものであることが国民年金手

帳記号番号払出簿により確認できることから、申立人の主張と一致しない。 

 また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された平成４年 10 月の時点

において、申立期間は時効により国民年金保険料を納付することができない

期間であり、当該期間の保険料を納付するためには、別の手帳記号番号が払

い出されている必要があるが、申立人は当該期間当初から手帳記号番号の払

出時期を通じて同一区内に居住しており、申立人に別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情は見当たらず、その形跡も無い。 

 さらに、申立人は、申立人の所持する年金手帳の国民年金の記録欄に、申

立期間の日付及び当該期間当時居住していた区の印が押されていることから、

それらが当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示すものであると

  

  



 

  

主張しているが、同手帳の同欄に記載された日付及び区役所の印は、加入手

続時期及び保険料の納付の有無に関係なく、被保険者として加入すべき期間

の日付及びその確認印であることから、当該期間の保険料の納付の有無を示

すものではない。 

  加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8119 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 32 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 50 年９月 10 日から 51 年 12 月１日まで 

  私は、申立期間において、Ａ事業所（現在は、Ｂ事業所）に賃金職員

のＣ職として勤務していたが、当該期間が厚生年金保険の被保険者期間

となっていない。 

  調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間において、Ａ事業所に継続して勤務していたと主張

している。 

 しかしながら、Ｂ事業所が保管する申立人に係る人事記録において、昭

和 50 年９月１日から 51 年３月 15 日までは「家事従事」、同年３月 16 日

に「賃金職員として採用」と記載されていることが確認できる。 

 また、オンライン記録によると、Ａ事業所が厚生年金保険の適用事業所

となったのは昭和 51 年４月１日であることから、申立期間のうち、50 年

９月 10 日から 51 年４月１日までの期間については適用事業所となってい

ない上、Ｂ事業所は、「申立期間当時の資料が無く、申立人の申立期間に

係る届出及び保険料控除については不明。」、また、「当時の賃金職員で

あったＣ職の厚生年金保険加入状況についても不明。」と回答している。 

 さらに、申立期間において厚生年金保険の被保険者資格を取得した者全

て（４名）に照会し、回答があった３名の職種はいずれもＤ職であり、当

該３名は厚生年金保険の加入の取扱いについては分からないと回答してい

る上、申立人が記憶する賃金職員であったとする同僚は、申立期間におい

て厚生年金保険の被保険者となっていない。 

 このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

  

  

  

  



                      

  

与から控除されていることを確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8120 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年 10 月頃から 31 年２月頃まで 

          ② 昭和 31 年２月頃から同年８月７日まで 

 私は、申立期間①において、Ａ社に勤務していたが、厚生年金保険の

被保険者記録が無いのは納得できない。 

 また、Ａ社を辞めてすぐの、昭和 31 年２月頃からＢ社に勤務してい

たが、厚生年金保険の資格取得日が同年８月７日となっており、被保険

者期間が１か月のみとなっていることに納得できないので、申立期間①

及び②を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が名前を挙げている同僚の供述から、期間

は特定できないものの、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

 しかしながら、上記の同僚及びそのほかの複数の同僚は、「Ａ社では入

社時に試用期間があった。」と供述している。 

 また、Ａ社の元事業主は、「社員の入社時に試用期間等を設けており、

一定期間を経てから厚生年金保険に加入させていた。」と回答しているこ

とから、同社は、必ずしも全員を入社時から厚生年金保険に加入させる取

扱いではなかったことがうかがわれる。 

 さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名

は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

 申立期間②について、申立人は当該期間においてＢ社に勤務していたと

述べている。 

 しかし、Ｂ社は、既に解散しており、申立人の同社における勤務実態及

び厚生年金保険料控除について確認することができない。 

  

  

  

  

  



                      

  

   また、申立人が名前を挙げているＢ社の同僚のうち連絡が取れた一人及

びそのほか複数の同僚に照会したものの、申立人の当該期間における勤務

実態について確認できる供述を得ることができなかった。 

  さらに、同僚の一人は、「入社時に試用期間ないしは見習期間があっ

た。」と供述していることから、当時、Ｂ社においては、必ずしも入社後

すぐには厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがわれる。 

  加えて、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び申立人の厚

生年金保険被保険者台帳において、申立人の被保険者資格の取得日は、昭

和 31 年８月７日となっており、オンライン記録と一致することが確認で

きる。 

  また、申立人は、申立期間①及び②において、厚生年金保険料が控除さ

れていたことを確認できる給料明細書等の資料を所持しておらず、このほ

か、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連

資料及び周辺事情も見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 



                      

 

神奈川厚生年金 事案 8121 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50 年 10 月頃から 51 年２月頃まで 

            ② 昭和 54 年４月頃から 57 年１月頃まで 

   私は、申立期間①はＡ社にアルバイトとして、申立期間②はＢ社に契

約社員として、フルタイム勤務をしていたが、厚生年金保険の記録によ

ると、これらの期間について厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

   調査の上、申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①において、Ａ社に勤務していたと主張している

ところ、雇用保険の被保険者記録によると、申立人は、昭和 51 年 10 月

１日から同年 12 月 28 日までの期間において、同社に係る被保険者記録

が確認できることから、申立期間①より後ではあるものの、申立人が同

社に勤務していた事実は確認できる。 

 しかしながら、申立人は、「Ａ社では、アルバイトとしてフルタイム

勤務していた。」と主張しているところ、同社は、「アルバイトは社会

保険に加入させていなかった。」と回答している。 

 また、申立人が記憶しているＡ社でアルバイトとして勤務していた２

名の同僚に係る厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、同２名

のうち、１名は、「アルバイトなので、厚生年金保険に加入していなか

ったと思う。」と供述し、１名は、「アルバイトだから、厚生年金保険

に加入していない。給与から保険料が控除された記憶は無い。」と供述

している。 

 さらに、Ｃ健康保険組合は、「保管している当時の加入記録に関する

 

  

  

  



                      

  

資料では、申立人の氏名は確認できない。」と回答している。 

  加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライ

ン記録を調査したが、申立期間①及び前記申立人の同社に係る雇用保険

の加入期間において、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を取得した

記録は無く、整理番号の欠番も無い。 

  申立期間②について、同僚の供述から、申立人が当該期間のうち、一

部の期間において、Ｂ社に勤務していたことは推認できる。 

  しかしながら、Ｂ社は、「会社で保管している台帳には、健康保険と

厚生年金保険の加入者の氏名が健康保険の資格取得順に記録されている

が、申立期間②の昭和 54 年から 57 年頃までのページに申立人の記録は

無い。」と回答している。 

  また、Ｄ健康保険組合は、「申立期間②及びその前後１、２年間の記

録を調査したが、申立人の氏名は確認できない。」と回答している。 

  さらに、申立人のＢ社に係る雇用保険の被保険者記録は確認できない

が、当該期間又は当該期間後に、同社において厚生年金保険の被保険者

期間のある同僚から抽出した５名全員には厚生年金保険の被保険者期間

とほぼ一致する雇用保険の被保険者記録が確認できる。 

  加えて、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び申立期間

②に係るオンライン記録において、申立人の厚生年金保険被保険者記録

は無く、整理番号の欠番も無い。 

  このほか、申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料

を所持していない上、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除

をうかがえる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8122 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成２年３月１日から５年 10 月１日までの期間、及

び９年１月１日から 10 年８月 27 日までの期間について、申立人の当該期

間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることは

できない。 

 申立期間のうち、平成５年 10 月１日から９年１月１日までの期間につ

いて、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年３月１日から 10 年８月 27 日まで 

  Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、所持し

ている所得税の確定申告書及び市民税・県民税課税証明書に記載されて

いる所得金額などと比較すると、著しく異なる。 

  調査の上、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額の記録を訂正して

ほしい。 

 （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、平成２年３月１日から５年 10 月１日までの期間に

ついて、当該期間のうち、２年３月から５年２月までの標準報酬月額は、

オンライン記録では、当初、50 万円と記録されていたところ、３年３

月から５年２月までの標準報酬月額が、同年３月 31 日付けで 15 万円に

引き下げられ、その後、２年３月から３年２月までの標準報酬月額が、

７年３月 24 日付けで 15 万円に引き下げられていることが確認できる。 

  しかしながら、申立人は、閉鎖登記簿謄本により、当該期間当時、Ａ

社の代表取締役であったことが確認でき、オンライン記録においても申

立人は事業主とされている。 

  



                      

  

    また、Ａ社の当時の経理担当者は、「経営不振で社会保険料を滞納し

ていた。社長（申立人）同意の下、滞納した社会保険料を減らすため、

社長夫妻及び私の標準報酬月額を社会保険事務所（当時）の指示どおり

遡及して訂正した。」と述べている。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、Ａ社の代表取締役であった申立人が、当該期間における自らの標準

報酬月額の減額訂正処理に関与しながら、その処理が有効なものではな

いと主張することは信義則上許されず、当該期間における申立人の厚生

年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  

 

  ２ 申立期間のうち、平成５年 10 月１日から９年１月１日までの期間に

ついて、申立人が所持する平成８年分の所得税の確定申告書から、当該

期間のうち、８年１月１日から９年１月１日までの期間において、申立

人が事業主により給与から控除されていた保険料は、オンライン記録の

標準報酬月額に見合う保険料であったことが推認できる。 

  また、平成５年 10 月１日から８年１月１日までの期間については、

申立人は、給与額や厚生年金保険料控除額について確認することができ

る給与明細書等の資料を所持していない。 

  さらに、オンライン記録において、当該期間における申立人の標準報

酬月額を遡って訂正するなどの不自然な形跡は見当たらない。 

  このほか、当該期間において、申立人の主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺

事情も見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、当該期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づき厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 

  

  

  

  

 

  ３ 申立期間のうち、平成９年１月１日から 10 年８月 27 日までの期間に

ついて、申立人が所持する平成 10 年（９年分所得）市民税・県民税課

税証明書及び平成 10 年分所得税の確定申告書により推認できる厚生年

金保険料額に見合う当該期間の標準報酬月額は、オンライン記録で確認

できる標準報酬月額より高いことが確認できる。 

  しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）第１条第１項ただし書では、特

例対象者（申立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を

履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場

合については、記録訂正の対象とすることはできない旨規定されている

  



                      

  

ところ、申立人は、閉鎖登記簿謄本により、当該期間当時、Ａ社の代表

取締役であったことが確認でき、オンライン記録でも申立人が事業主と

されている上、上記の経理担当者の供述から、申立人は同社における社

会保険事務に関与していたことがうかがえる。 

  これらを総合的に判断すると、申立人は、特例法第１条第１項ただし

書に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知

り得る状態であったと認められる場合」に該当すると認められることか

ら、当該期間については、同法に基づく記録訂正の対象とすることはで

きない。 

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8123（事案 7689 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 11 月１日から８年５月 30 日まで 

  前回は、私がＡ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月

額が相違していることについて申立てをしたところ、社会保険事務所

（当時）からの請求に基づいて納付しただけなのに、記録の訂正が認め

られなかった。しかし、標準報酬月額の改ざんを強要された虚偽の内容

であっても、公的機関である社会保険事務所からの請求額に従って会計

処理を行わざるを得ない。その結果、会社として脱税とみなされる恐れ

がある。「標準報酬月額の改ざんの強要」が問題なのであって、正しい

会計処理をしたことが却下の理由になることは全く理解できないので、

再度、調査の上、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについて、申立人は、申立期間において支給さ

れていた給与額は 40 万円程度であったと述べている。しかし、申立人は、

「申立期間当時、社会保険料の滞納が発生し、社長の指示により標準報

酬月額の引下げを届け出た。また、給与からは引き下げた標準報酬月額

に見合う厚生年金保険料額が控除されていた。」と述べていることなど

から判断して、既に当委員会の決定に基づき平成 24 年４月 25 日付けで、

年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 今回、申立人は、新たな資料等は無く、「標準報酬月額の改ざんの強

要が問題である。」と述べているが、オンライン記録では、申立人の申

立期間に係る標準報酬月額は、平成７年 11 月１日付けで月額変更されて

おり、遡った訂正処理ではないことから、当該月額変更が不合理な処理

  



                      

  

であったとは言えない。 

  また、申立人は「正しい会計処理をしたことが却下の理由になること

は全く理解できない。」と述べているが、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律（以下｢特例法｣という。）に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正のあっせんを行うことがで

きるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、申立期間における厚生年金保険料の控除額が、オンライン記録

の標準報酬月額から算出された厚生年金保険料と同額であった場合、特

例法による保険給付の対象に当たらないこととなる。 

  このほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も無いこと

から、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8124 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年１月１日から 60 年２月 13 日まで 

  私は、Ａ市にあったＢ社（現在は、Ｃ社）に昭和 59 年１月１日から

60 年２月 12 日までの期間においてＤ職として勤務していた。申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ社が保管する賃金台帳及び給与支払報告書から、申立人が昭和 59 年

９月１日から 60 年２月９日までの期間において同社に勤務していたこと

は推認できる。 

 しかし、上記の賃金台帳によると、昭和 59 年９月から 60 年２月までに

支払われた申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていないことが確

認できる。 

 また、Ｃ社は、「申立人は、パート雇用のため厚生年金保険に加入して

いなかった。」と回答している。 

 さらに、Ｅ健康保険組合が保管する申立期間に係る被保険者名簿に申立

人の氏名は見当たらず、被保険者証の番号に欠番は無い。 

 このほか、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

  

  

  

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8125 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年４月頃から 34 年１月頃まで 

           ② 昭和 34 年１月頃から同年 12 月頃まで 

  私が中学校を卒業してすぐのＡ社で働いていた申立期間①と、Ｂ社で

働いていた申立期間②の厚生年金保険の被保険者記録が無い。昭和 37

年に作成した履歴書の写しを添付するので調査の上、申立期間①及び②

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していたと主張している。 

 しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、Ｃ県内において厚生

年金保険の適用事業所としての記録が確認できない。 

 また、Ｄ地方法務局において、Ａ社の商業登記の記録は確認できない。 

 さらに、申立人は、Ａ社の事業主及び同僚の氏名を記憶しておらず、勤

務実態及び保険料控除について照会することができない。 

 申立期間②について、同僚の供述から、期間は特定できないものの、申

立人がＢ社に勤務していたことは推認できる。 

 しかしながら、申立期間②当時、事務を担当していたとする同僚は、

「申立人は、常勤社員ではなく、臨時雇いか日雇だった。当時、会社では、

常勤社員以外は社会保険には加入させていなかった。」と供述している。 

 また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の名

前は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

 さらに、Ｂ社は既に解散している上、当時の事業主は死亡していること

から、申立人の同社における厚生年金保険料の控除について確認すること

ができない。 

  

  

  

  

  

  

  



                      

  

   加えて、申立人は、申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

 このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除を

うかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

  

  、



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8126 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住 所 ：  

    

    

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年４月１日から 31 年４月１日まで 

 私は、職業訓練所を修了した後、申立期間において、Ａ社に正社員と

して勤務していたが、厚生年金保険の記録では、申立期間が厚生年金保

険の被保険者期間となっていない。 

 調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

   

   

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の当時の社会保険担当者の証言から、申立人が同社において勤務し

ていたことは推認できる。 

 しかしながら、Ａ社は、「当時の資料が無い。」と回答していることか

ら、申立人の同社における厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

 また、申立期間に厚生年金保険の被保険者であった同僚に照会したとこ

ろ、複数の同僚が、「試用期間があった。」と回答している上、上記社会

保険担当者は、「設立当初からの会社の方針で、社員は、入社後１年から

２年間は試用期間（臨時社員）で、厚生年金保険には加入させず、給与か

ら厚生年金保険料を控除していなかった。」と述べている。 

 さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の

氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

 このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

  

  

  

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8127 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年９月頃から 13 年４月頃まで 

 私は、申立期間にＡ社でＢ職及びＣ職として勤務していたが、厚生年

金保険の記録によると、申立期間が被保険者期間となっていない。 

 当時の社員旅行の写真及び名刺を所持しているので、勤務していたこ

とは間違いない。給与は毎月現金で渡されており、給与明細書のことは

覚えていないが、厚生年金保険料は控除されていたはずである。 

 調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の供述、申立人の所持する社員旅行の写真及び名刺から、期

間は特定できないものの、申立人がＡ社に係る業務に従事していたことは

推認できる。 

 しかしながら、Ａ社の申立期間当時の社会保険担当者は、「申立人は社

員ではなく、外注と呼ばれていた一人親方のような立場で働いていた。申

立人の給与明細書を作成した記憶は無い。」と述べている。 

 また、Ａ社は、「社員であれば、給与は全員振込だった。現金で受け取

っていたのであれば、申立人は社員ではなく、外注の人だったと思われる。

社員は全員、厚生年金保険に加入させていたが、外注の人は加入させてい

なかった。」と回答している。 

 さらに、Ａ社は、平成９年８月 26 日に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっており、同社は、「同時期に事実上倒産しており、以後、業務は

一切行っておらず、建物も無くなった。申立人が平成 13 年４月まで勤務

したということはあり得ない。」と回答している。 

 加えて、申立人は、Ｄ市の記録によると、申立期間全てを含む平成元年

  

  

  

  



                      

  

３月 29 日から 21 年８月 23 日までの期間において、国民健康保険に加入

していたことが確認できる上、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿に申立人の氏名は無く、健康保険番号に欠番も無い。 

 このほか、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、申立人の

申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

  、


